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(57)【要約】
【課題】内視鏡装置において、内視鏡装置において、煩
雑な作業を伴うことなく適切なパラメータを設定する。
【解決手段】内視鏡装置によって実行される処理に用い
られる一連のパラメータを、固定パラメータ層Ｍ１、中
間パラメータ層Ｍ２、実行パラメータ層Ｍ３によって構
成し、オペレータの編集作業に応じて、中間パラメータ
層Ｍ２に属するパラメータが設定されると、中間パラメ
ータ層Ｍ２のパラメータを実行パラメータ層Ｍ３に組み
入れる。設定変更された実行パラメータ層Ｍ３に属する
パラメータに基づいて内視鏡作業に関連した処理が実行
される。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡装置の動作処理に関連したパラメータを保存可能なメモリと、
　オペレータによる入力操作に従い、パラメータを設定し、前記メモリに記憶させるパラ
メータ設定部とを備え、
　前記メモリには、編集不可能な一連の固定パラメータと、動作処理に反映される一連の
実行パラメータと、一連の固定パラメータの一部で構成される編集可能な一連の中間パラ
メータとが、保存されており、
　前記パラメータ設定部が、オペレータによる入力操作に応じて所定の中間パラメータを
設定し、設定された中間パラメータを一連の実行パラメータに含ませることを特徴とする
内視鏡装置。
【請求項２】
　前記パラメータ設定部が、オペレータの入力操作に応じて、設定された中間パラメータ
を一連の実行パラメータに含ませるか否かを決定することを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡装置。
【請求項３】
　前記パラメータ設定部が、設定された中間パラメータを前記メモリに保存することを特
徴とする請求項１乃至２のいずれかに記載の内視鏡装置。
【請求項４】
　一連の中間パラメータは、複数の種類の中間パラメータから構成されていて、
　前記パラメータ設定部が、オペレータの入力操作に応じて、特定の種類の中間パラメー
タを選択的に設定することを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項５】
　複数の種類の中間パラメータが階層化されていて、
　前記パラメータ設定部が、オペレータの入力操作に応じて、競合するパラメータの設定
優先順位を階層順位に従って定めることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡装置。
【請求項６】
　前記パラメータ設定部が、オペレータの入力操作に応じて、階層順位を変更可能である
ことを特徴とする請求項５に記載の内視鏡装置。
【請求項７】
　一連の実行パラメータが、一連の固定パラメータと一連の中間パラメータとを合わせた
パラメータによって構成されることを特徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の内視
鏡装置。
【請求項８】
　一連の固定パラメータ、一連の中間パラメータ、および一連の実行パラメータが、この
順で階層化されていることを特徴とする請求項１乃至７のいずれかに記載の内視鏡装置。
【請求項９】
　パラメータ設定部が、オペレータによる入力操作に従い、内視鏡装置の動作処理に関連
したパラメータを設定し、該パラメータを保存可能なメモリに記憶させる内視鏡装置の動
作方法であって、
　前記メモリには、編集不可能な一連の固定パラメータと、動作処理に反映される一連の
実行パラメータと、一連の固定パラメータの一部で構成される編集可能な一連の中間パラ
メータとが、保存されており、
　前記パラメータ設定部が、オペレータによる入力操作に応じて所定の中間パラメータを
設定し、設定された中間パラメータを一連の実行パラメータに含ませることを特徴とする
内視鏡装置の動作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スコープ（内視鏡）を使って器官内壁などの被写体を撮像し、処置等を行う
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内視鏡装置に関し、特に、画像処理など内視鏡作業に関する処理のパラメータ設定に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡装置は、輪郭強調（エンハンス）、観察画像の明るさレベル調整などの画像処理
を含め様々な処理機能を備えており、各処理は、あらかじめ定められたデフォルト値をも
つパラメータに基づいて実行される。パラメータの値については、医師などオペレータが
使用環境に応じて設定変更することが可能である。
【０００３】
　画像処理などに関するパラメータは、検査対象などが同じである場合、同一値に設定さ
れることが多い。そのため、各処理において設定した一連のパラメータの値を再度利用で
きるようにするため、メモリに一括保存する（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－２３３１６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　オペレータが一度設定した一連のパラメータを固定化すると、オペレータによって異な
る嗜好、患部の特徴の違い、作業機器環境（例えば、照明、撮像素子画素数、モニタ解像
度）の相違により、中には適合しないパラメータ値によって処理を実行することになり、
適切な処理を行うことができない。
【０００６】
　一方、内視鏡装置に備えられる処理機能が多角化し、また、オペレータによる内視鏡機
能の使い方が多様化する中、使用者、患者、作業機器環境などに応じて個々のパラメータ
について細かく設定する作業は、非常に煩雑である。そのため、編集作業を効率よく行う
ことができず、その手間は内視鏡作業にも影響を及ぼす。
【０００７】
　したがって、内視鏡装置において、多種多様な使い方に合わせて、処理機能に関するパ
ラメータを効果的に設定できることが求められる。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の内視鏡装置は、内視鏡装置の動作処理に関連したパラメータを保存可能なメモ
リと、オペレータによる入力操作に従い、パラメータを設定し、前記メモリに記憶させる
パラメータ設定部とを備える。メモリの種類、構成は任意である。パラメータとして、例
えば、自動調光処理、画像処理、静止画像のキャプチャ／記録処理などに用いられるパラ
メータが含まれる。また、いくつかのパラメータを組み合わせて１つのパラメータ値で一
括設定可能なパラメータ群（カスタムパラメータ）を含めることも可能である。
【０００９】
　本発明では、前記メモリにおいて、編集不可能な一連の固定パラメータと、動作処理に
反映される一連の実行パラメータと、一連の固定パラメータの一部で構成される編集可能
な一連の中間パラメータとが、保存されている。そして、パラメータ設定部は、オペレー
タによる入力操作に応じて所定の中間パラメータを設定し、設定された中間パラメータを
一連の実行パラメータに含ませる。
【００１０】
　オペレータは、実行パラメータではなく、あらかじめ用意されたパラメータの一部で構
成される中間パラメータに対して編集作業などを行うことが可能であり、設定変更された
中間パラメータが実行パラメータに反映されることになる。
【００１１】
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　パラメータの分け方としては、一連の固定パラメータ、一連の中間パラメータ、および
一連の実行パラメータを、この順で階層化することが可能である。一連の実行パラメータ
の構成については、一連の固定パラメータと一連の中間パラメータとを合わせたパラメー
タから構成することが可能であり、元々用意されたパラメータと、自ら編集したパラメー
タ両方を使用することが可能となる。
【００１２】
　使用環境に合わせたパラメータを使用することを考慮すれば、パラメータ設定部は、オ
ペレータの入力操作に応じて、設定された中間パラメータを一連の実行パラメータに含ま
せるか否かを決定することが可能である。
【００１３】
　また、パラメータ設定部は、設定された中間パラメータを前記メモリに保存することも
可能である。オペレータは、実行パラメータに反映させない場合でも、その後の作業時に
保存した中間パラメータ層のパラメータを後で使用することができる。
【００１４】
　オペレータが作業環境に最も適したパラメータを使用することを考慮すれば、一連の中
間パラメータは、複数の種類の中間パラメータから構成してもよい。この場合、前記パラ
メータ設定部は、オペレータの入力操作に応じて、特定の種類の中間パラメータを選択的
に設定することができる。
【００１５】
　複数のパラメータが、いくつもの中間パラメータ層に異なるパラメータ値を持って属し
ている場合、使用の優先順位をつけるのが好ましい。例えば、パラメータ値が異なるによ
って複数の種類の中間パラメータを階層化し、前記パラメータ設定部が、オペレータの入
力操作に応じて、競合するパラメータの設定優先順位を階層順位に従って定めることが可
能である。さらに、作業環境の変更などに対応するため、パラメータ設定部が、オペレー
タの入力操作に応じて、階層順位を変更可能にしてもよい。
【００１６】
　本発明の他の態様における内視鏡装置の動作方法は、パラメータ設定部が、オペレータ
による入力操作に従い、内視鏡装置の動作処理に関連したパラメータを設定し、該パラメ
ータを保存可能なメモリに記憶させる内視鏡装置の動作方法であって、前記メモリには、
編集不可能な一連の固定パラメータと、動作処理に反映される一連の実行パラメータと、
一連の固定パラメータの一部で構成される編集可能な一連の中間パラメータとが、保存さ
れており、前記パラメータ設定部が、オペレータによる入力操作に応じて所定の中間パラ
メータを設定し、設定された中間パラメータを一連の実行パラメータに含ませる。
【発明の効果】
【００１７】
　このように本発明によれば、内視鏡装置において、煩雑な作業を伴うことなく適切なパ
ラメータを設定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】第１の実施形態における電子内視鏡装置のブロック図である。
【図２】第１の実施形態におけるパラメータの階層構造を示した図である。
【図３】編集作業に伴うパラメータ設定処理のフローチャートである。
【図４】第２の実施形態におけるパラメータの階層を示した図である。
【図５】第２の実施形態におけるパラメータ設定処理のフローチャートである。
【図６】第３の実施形態におけるパラメータの階層を示した図である。
【図７】第３の実施形態におけるパラメータ設定処理のフローチャートである。
【図８】第４の実施形態におけるパラメータ設定処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下では、図面を参照して本実施形態である電子内視鏡装置について説明する。
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【００２０】
　図１は、第１の実施形態における電子内視鏡装置のブロック図である。
【００２１】
　電子内視鏡装置は、体内に挿入されるビデオスコープ１０と、プロセッサ３０とを備え
る。ビデオスコープ１０は、プロセッサ３０に着脱自在に接続可能であり、プロセッサ３
０には、モニタ６０、さらにはキーボード７０、マウス８０、ＵＳＢなどのメモリデバイ
ス９０が接続されている。
【００２２】
　プロセッサ３０は、キセノンランプなどのランプ４８を備え、ランプ４８はランプ駆動
回路４３によって駆動される。ランプ４８から放射された光は、集光レンズ４５を介して
ビデオスコープ１０内に設けられたライトガイド１１の入射端１１Ａに入射する。ライト
ガイド１１から射出した光は、配光レンズ２１を介してスコープ先端部１０Ｔから被写体
（観察対象）に向けて照射される。ランプ４８とライトガイド１１との間には絞り４６が
設けられており、絞り４６の開閉によって照明光量が調整される。
【００２３】
　被写体に反射した照明光は、スコープ先端部１０Ｔに設けられた対物レンズ１３によっ
て結像し、被写体像がイメージセンサ１２の受光面に形成される。ＣＭＯＳ、ＣＣＤなど
によって構成されるイメージセンサ１２は駆動回路１７によって駆動され、１フィールド
もしくは１フレーム分の画素信号がイメージセンサ１２から所定のフィールド／フレーム
時間間隔（例えば１／６０秒あるいは１／３０秒間隔）で読み出される。イメージセンサ
１２の受光面上には、Ｃｙ、Ｙｅ、Ｇ、ＭｇあるいはＲ、Ｇ、Ｂなどのカラーフィルタを
マトリクス配列させたカラーフィルタアレイ（図示せず）が配設されている。
【００２４】
　イメージセンサ１２から読み出された一連の画素信号は、アンプ１４を経由して初期回
路１５に入力し、デジタル化される。そして、プロセッサ３０の画像信号処理回路３６で
は、デジタル画素信号に対し、ホワイトバランス処理、ガンマ補正処理などの画像信号処
理が施される。これにより、Ｒ、Ｇ、Ｂの画像信号が生成される。
【００２５】
　Ｒ，Ｇ，Ｂ画像信号は、画像メモリ３４に一時的に保存された後、後段画像信号処理回
路３７へ送られる。後段画像信号処理回路３７では、輪郭強調処理、スーパーインポーズ
処理などが画像信号に対して施される。画像信号が映像信号としてモニタ６０に出力され
ることにより、観察画像がリアルタイムでモニタ６０に表示される。
【００２６】
　ＣＰＵ、ＲＯＭなどを含むシステムコントロール回路４０は、タイミングジェネレータ
３８、後段画像信号処理回路３７などへ制御信号を出力し、プロセッサ３０が電源ＯＮ状
態である間プロセッサ３０の動作を制御する。動作制御プログラムは、あらかじめＲＯＭ
に記憶されている。
【００２７】
　ビデオスコープ１０がプロセッサ３０に接続されると、システムコントロール回路４０
はビデオスコープ１０の動作を制御するスコープコントローラ１９と相互通信し、不揮発
性のメモリ１８に格納されたスコープ特性（解像度、スコープ種類など）に関するデータ
をＲＡＭ４９などに保存する。
【００２８】
　プロセッサ３０のタイミングジェネレータ３８は、画像信号処理回路３６などプロセッ
サ３０の各回路へクロックパルス信号を出力し、各回路の入出力タイミングを制御、調整
する。一方、ビデオスコープ１０のタイミングジェネレータ２２は、駆動回路１７などビ
デオスコープ１０内の各回路へクロックパルス信号を出力する。ビデオスコープ１０に設
けられたフリーズ用ボタン２３が操作されると、静止画像が記録されるとともに、キャプ
チャした静止画像がモニタ６０に表示される。
【００２９】
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　プロセッサ３０では、表示される被写体像の明るさが適正な明るさを維持するように自
動調光処理が行われる。システムコントロール回路４０は、読み出された画素信号の輝度
レベルを検出し、基準輝度値との差に基づいてモータドライバ４２を制御する。これに応
じて、絞り４６がモータ４４によって開閉する。
【００３０】
　プロセッサ３０のフロントパネル５０には、自動調光処理時に参照となる明るさレベル
を調整する明るさ調整ボタン、画像輪郭を強調するエンハンスボタン（図示せず）など、
観察画像の調整、編集などに関するボタンが設けられており、オペレータが必要に応じて
操作する。
【００３１】
　また、オペレータは、キーボード７０、マウス８０といった入力操作部を使用すること
によって、それ以外の画像処理さらには内視鏡作業に関連する処理を実行するときに用い
られるパラメータを調整することが可能であり、Ｉ／Ｆ回路３９を介してシステムコント
ロール回路４０に送られる操作信号に基づき、作業環境に合わせたパラメータ値の設定が
行われる。このとき、オペレータは、いくつかのパラメータを一括設定、変更可能であり
、一括設定可能なパラメータ群（以下、カスタムパラメータという）については、オペレ
ータの編集作業によってそのパラメータ値が一括で変更される。
【００３２】
　本実施形態では、カスタムパラメータを含めた一連のパラメータを階層化し、編集不可
能なあらかじめ用意されたパラメータ群から成る層（以下、固定パラメータ層という）と
、オペレータが編集可能なパラメータ群から成る層（以下、中間パラメータ層）と、それ
ら２つの層に含まれるパラメータを合わせたオペレータ編集可能なパラメータ群から成る
層（以下、実行パラメータ層という）とによって構成される。そして、中間パラメータ層
の編集作業によって、患者、機器、作業環境に適合させたパラメータの設定を適宜可能に
する。
【００３３】
　以下、図２、３を用いて、階層化されたパラメータおよび編集作業によるパラメータ設
定処理について説明する。
【００３４】
　図２は、パラメータの階層構造を示した図である。
【００３５】
　一連のパラメータは、固定パラメータ層Ｍ１、中間パラメータ層Ｍ２、実行パラメータ
層Ｍ３の３つの層（以下、それぞれレイヤー１、レイヤー２、レイヤー３ともいう）から
構成されており、固定パラメータ層Ｍ１は編集不可の固定値である一方、中間パラメータ
層Ｍ２、実行パラメータ層Ｍ３に含まれるパラメータについては、オペレータによって編
集可能である。機器側の固定パラメータ層Ｍ１からオペレータ側の実行パラメータ層Ｍ３
の間に、中間パラメータ層Ｍ２が設けられている。
【００３６】
　固定パラメータ層Ｍ１には、内視鏡作業に関してあらかじめ用意されたすべての一連の
パラメータ（固定パラメータ）が含まれており、不揮発性のメモリ４１に記憶されている
。例えば、被写体像の明るさレベルを表すパラメータ、エンハンスのＯＮ／ＯＦＦを示す
パラメータ、フリーズ画像表示における画像サイズを表すパラメータ、スコープの種類を
表すパラメータなどがメモリ４１に記憶されている。
【００３７】
　一方、中間パラメータ層Ｍ２に属するパラメータ（中間パラメータ）は、固定パラメー
タ層Ｍ１に属する一連のパラメータの一部によって構成されている。中間パラメータ層Ｍ
２に属するパラメータは、オペレータによって編集可能であり、パラメータ値を設定、変
更することが可能となる。
【００３８】
　さらに中間パラメータ層Ｍ２には、上述の複数のパラメータを組み合わせたカスタムパ
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ラメータが含まれている。オペレータは、カスタムパラメータの値を一括設定することが
可能であり、カスタムパラメータのパラメータ値設定変更に応じて、カスタムパラメータ
を構成する各パラメータの値が設定変更される。
【００３９】
　例えば、エンハンスと明るさレベルとを組み合わせたカスタムパラメータのパラメータ
値を１つ設定することによって、オペレータは、観察画像の画質に関し各パラメータを別
々に設定することなく、一括で設定することが可能となる。また、このようなカスタムパ
ラメータについては、ビデオスコープの種類、患者（患部）ごとに異なるパラメータ値が
設定される。これは、ビデオスコープの光学特性、撮像素子、あるいは観察対象となる部
位の撮影状況などに応じて、観察画像の明るさレベル、表示画像サイズ等を調整する必要
があるためである。
【００４０】
　オペレータは、中間パラメータ層Ｍ２に属するパラメータあるいはカスタムパラメータ
に対してパラメータ値の変更が可能であるのに加え、カスタムパラメータブロックを構成
するパラメータの選定、追加、削除など、パラメータ値変更以外の編集作業も可能である
。例えば、フリーズ操作による静止画像記録時に表示されるキャプチャ画像のサイズなど
を、上述したカスタムパラメータに加えることも可能である。
【００４１】
　実行パラメータ層Ｍ３に属するパラメータ（実行パラメータ）は、最終的に内視鏡作業
に関連した処理（画像処理など）に反映されるパラメータ値が設定されているパラメータ
群によって構成されており、固定パラメータ層Ｍ１と、中間パラメータ層Ｍ２に属するパ
ラメータ（カスタムパラメータも含む）の両方が含まれている。したがってオペレータは
、固定パラメータ層Ｍ１、中間パラメータ層Ｍ２両方のパラメータについて編集作業する
ことができる。
【００４２】
　図３は、オペレータの編集作業に伴うパラメータ設定処理のフローチャートを示した図
である。オペレータによる編集作業の開始に合わせて処理が開始される。
【００４３】
　オペレータによって中間パラメータ層Ｍ２のパラメータがメモリ４１から読み出され、
モニタ６０などにパラメータに関するキャラクタ情報が表示される（Ｓ１０１）。そして
、オペレータの入力操作によって所定のパラメータに対するパラメータ値の設定、変更、
また、パラメータブロックのパラメータ値の設定、変更が行われると、それに応じたパラ
メータの設定処理が実行され、中間パラメータ層Ｍ２に属するパラメータがメモリ４１あ
るいはＲＡＭ４９や外部のメモリデバイス９０へ保存される（Ｓ１０２、Ｓ１０３）。
【００４４】
　ステップＳ１０４では、編集作業によって設定変更された中間パラメータ層Ｍ２のパラ
メータ（カスタムパラメータを含む）について、実行パラメータ層Ｍ３に反映させるか否
かが判断される。具体的には、モニタ６０に編集内容を反映させるか否かを表す文字情報
などを表示した後、オペレータの入力操作に基づいて判断する。反映させない場合、メモ
リ４１に記憶された実行パラメータ層Ｍ３がそのまま使用される。
【００４５】
　一方、中間パラメータ層Ｍ２のパラメータを実行パラメータ層Ｍ３に反映させる場合、
メモリ４１に記憶されている実行パラメータ層Ｍ３のパラメータを読み出し、メモリ４１
に保存された中間パラメータ層Ｍ２のパラメータを実行パラメータ層Ｍ３に加える（Ｓ１
０５、Ｓ１０６）。設定変更された実行パラメータ層Ｍ３のパラメータは、ＲＡＭ４９な
どのメモリに保存され、これによって画像処理など内視鏡作業に関連する処理においてパ
ラメータが使用される（Ｓ１０７）。
【００４６】
　このように本実施形態によれば、内視鏡装置によって実行される処理に用いられる一連
のパラメータが、固定パラメータ層Ｍ１、中間パラメータ層Ｍ２、実行パラメータ層Ｍ３
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から構成されており、オペレータの編集作業に応じて、中間パラメータ層Ｍ２に属するパ
ラメータが設定されると、設定された中間パラメータ層Ｍ２のパラメータが実行パラメー
タ層Ｍ３に組み入れられる。そして、設定変更された実行パラメータ層Ｍ３に属するパラ
メータに基づいて内視鏡作業に関連した処理が実行される。
【００４７】
　オペレータ編集専用のパラメータ階層を中間層として取り入れた３つの階層構造をもつ
ことにより、オペレータは、種類、数の少ない中間パラメータ層Ｍ２に対する編集作業を
するだけでよく、作業環境に適したパラメータを効率よく設定することが可能となる。
【００４８】
　また、編集した中間パラメータ層Ｍ２のパラメータを実際に反映させるか否かを選択さ
せることにより、使用環境に適合しているか否か十分検討することが可能となる。また、
編集した中間パラメータ層Ｍ２のパラメータを保存することにより、オペレータは、その
後の内視鏡作業時において編集したパラメータを反映させたいときに使用することが可能
となる。なお、パラメータを階層化せずに、グループ分けするだけでもよい。
【００４９】
　次に、図４，５を用いて、第２の実施形態である電子内視鏡装置について説明する。第
２の実施形態では、中間パラメータ層が種類ごとに分類されており、いずれか１つが選択
される。それ以外の構成については第１の実施形態と実質的に同じである。
【００５０】
　図４は、第２の実施形態におけるパラメータの階層を示した図である。図５は、第２の
実施形態におけるパラメータ設定処理のフローチャートである。
【００５１】
　図４に示すように、中間パラメータ層Ｍ２は、２種類の中間パラメータ層Ｍ２Ａ、Ｍ２
Ｂから構成されている。中間パラメータ層Ｍ２Ａ、Ｍ２Ｂでは、上述したカスタムパラメ
ータを構成する各パラメータ値に関し、作業環境などによっていくつか異なる値が設定さ
れている。
【００５２】
　ここでは、上述した明るさレベル、エンハンスに関して患者ごとにパラメータ値が一括
で定められるカスタムパラメータが中間パラメータ層Ｍ２Ａに属し、スコープの種類それ
ぞれに応じてパラメータ値の異なるカスタムパラメータが中間パラメータ層Ｍ２Ｂに属し
ている。オペレータは、編集作業においていずれかの中間パラメータ層を選択する。
【００５３】
　オペレータによる編集作業が開始されると、中間パラメータ層Ｍ２Ａ、Ｍ２Ｂがメモリ
４１から読み出される（Ｓ２０１）。そして、オペレータの入力操作によって中間パラメ
ータ層Ｍ２Ａ、Ｍ２Ｂのうちいずれのパラメータが選択されたか判断される（Ｓ２０２）
。選択された中間パラメータ層は、メモリ４１あるいはＲＡＭ４９などに保存される（Ｓ
２０３、Ｓ２０４）。
）
【００５４】
　実行パラメータ層Ｍ３がメモリ４１から読み出されると、選択された中間パラメータ層
と実行パラメータ層Ｍ３とを合わせたパラメータ群を、実行パラメータ層Ｍ３として設定
し、ＲＡＭ４９などのメモリに保存する（Ｓ２０５～Ｓ２０７）。これにより、新たな実
行パラメータ層Ｍ３が設定され、内視鏡作業に反映される。
【００５５】
　このように第２の実施形態によれば、オペレータが作業環境に適合した中間パラメータ
層を選択することが可能となり、すなわち、オペレータは、複数の中間パラメータ層Ｍ２
のパラメータを随時編集し、後で使用することが可能となる。また、種類の異なる中間パ
ラメータ層Ｍ２のパラメータを随時保存することにより、複数の種類の中間パラメータ層
を適宜追加、あるいは削除し、必要に応じて読み出すことが可能となる。
【００５６】
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　次に、図６～７を用いて、第３の実施形態について説明する。第３の実施形態では、中
間パラメータ層を階層化している。それ以外の構成については、第２の実施形態と実質的
に同じである。
【００５７】
　図６は、第３の実施形態におけるパラメータの階層を示した図である。図７は、第３の
実施形態におけるパラメータ設定処理のフローチャートである。
【００５８】
　中間パラメータ層Ｍ２は、２種類の中間パラメータ層Ｍ２Ａ、Ｍ２Ｂによって構成され
るとともに、階層化されている。ここでは、中間パラメータ層Ｍ２Ｂの方が中間パラメー
タ層Ｍ２Ａよりも上層側（オペレータ側）に定められている。このパラメータ層の階層は
、パラメータとしての優先度を示し、２種類の中間パラメータ層Ｍ２Ａ、Ｍ２Ｂにおいて
パラメータが競合する場合、上層側のパラメータ値（カスタムパラメータ値）が、実際の
処理時に反映される。
【００５９】
　例えば、上述したような患者ごとに定められたカスタムパラメータが中間パラメータ層
Ｍ２Ａに属し、ビデオスコープの機種ごとに定められたカスタムパラメータが中間パラメ
ータ層Ｍ２Ｂに属する場合、明るさレベルとエンハンスのパラメータから構成されるパラ
メータブロックの値は、相違する。これは、ビデオスコープの光学特性によって患部に到
達する光量が違うためである。
【００６０】
　このような場合、優先順位の高い中間パラメータ層を優先して実行パラメータ層Ｍ３を
設定する。ここでは、中間パラメータ層Ｍ２Ｂのパラメータ、すなわち、ビデオスコープ
の種類に合わせた明るさレベル、エンハンスに関するパラメータ値を優先して設定する。
互いに競合しないパラメータに関しては、両方のパラメータを実行パラメータ層Ｍ３に組
み入れる。
【００６１】
　第２の実施形態と同様、オペレータの入力操作に従って中間パラメータ層の選択処理が
実行され、オペレータの編集作業に伴うパラメータ値設定、保存処理が実行されると（Ｓ
３０１～Ｓ３０３）、パラメータ値を実行パラメータ層Ｍ３に反映させるか否かが判断さ
れる（３０４）。
【００６２】
　オペレータの入力操作に従って反映することが決定されると、実行パラメータ層Ｍ３の
パラメータがメモリ４１から読み出される（Ｓ３０５）。そして、初めに優先度の低い中
間パラメータ層Ｍ２Ａのパラメータが実行パラメータ層Ｍ３に加算され、その後、優先度
の高い中間パラメータ層Ｍ２Ｂが加算される（Ｓ３０６、Ｓ３０７）。このとき、中間パ
ラメータ層Ｍ２Ａ、Ｍ２Ｂにおいて競合するパラメータ値は、論理演算によって中間パラ
メータ層Ｍ２Ｂのパラメータ値に従う。編集作業によって設定された実行パラメータ層Ｍ
３は、メモリ４１に保存される（Ｓ３０８）。
【００６３】
　このように第３の実施形態によれば、複数の中間パラメータ層を階層化、すなわち優先
度をつけることにより、作業環境により適したパラメータを設定することが可能となる。
なお、階層数をさらに増やしてもよい。
【００６４】
　次に、図８を用いて、第４の実施形態である電子内視鏡装置について説明する。第４の
実施形態では、中間パラメータ層の階層の順序を入れ替え可能とする。それ以外の構成に
ついては、実質的に第３の実施形態と同じである。
【００６５】
　図８は、第４の実施形態におけるパラメータ設定処理のフローチャートである。
【００６６】
　中間パラメータ層Ｍ２Ａ、Ｍ２Ｂのパラメータをメモリ４１から読み出されると、オペ
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入力操作が行われると、中間パラメータ層の優先度を設定変更する（Ｓ４０１～Ｓ４０３
）。ここでは、中間パラメータ層の優先度がＭ２Ｂ、Ｍ２Ａの順（２Ｂ＞２Ａ）からＭ２
Ａ、Ｍ２Ｂの順（２Ａ＞２Ｂ）に入れ替えられたものとする。
【００６７】
　これに従い、実行パラメータ層Ｍ３がメモリ４１から読み出されると、第３の実施形態
とは異なり、中間パラメータ層Ｍ２Ｂ、中間パラメータ層Ｍ２Ａの順で実行パラメータ層
に組み入れられ、ＲＡＭ４９などのメモリに保存される（Ｓ４０４～Ｓ４０７）。
【００６８】
　このように第４の実施形態によれば、中間パラメータ層の階層順序、すなわち優先順位
を入れ替えることにより、オペレータが作業環境に応じて適宜パラメータを変更しやすく
なる。
【符号の説明】
【００６９】
　１０　ビデオスコープ
　３０　プロセッサ
　４０　システムコントロール回路（パラメータ設定部）
　４１　メモリ
　Ｍ１　固定パラメータ（レイヤー１）
　Ｍ２　中間パラメータ（レイヤー２）
　Ｍ３　実行パラメータ（レイヤー３）

【図１】 【図２】
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